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１【提出理由】

平成30年６月28日開催の当社第200回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき提出します。

　

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成30年６月28日

 

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

① 配当財産の種類

金銭

② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項および総額

当社普通株式１株につき25円

総額10,396,248,075円

③ 支払開始日（剰余金の配当が効力を生じる日）

平成30年６月29日

 
第２号議案 取締役13名選任の件

取締役として、尾崎裕、本荘武宏、松坂英孝、藤原正隆、宮川正、松井毅、田坂隆之、米山久一、竹

口文敏、近本茂、森下俊三、宮原秀夫および佐々木隆之を選任する。

　

第３号議案 監査役1名選任の件

監査役として、木村陽子を選任する。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 賛成率（％） 決議結果

第１号議案 3,231,622 3,262 4,032 99.00 可決

第２号議案      

 尾崎　　裕 2,979,564 238,761 20,585 91.28 可決

 本荘　武宏 3,162,021 56,306 20,585 96.87 可決

 松坂　英孝 3,060,257 172,866 5,791 93.75 可決

 藤原　正隆 3,060,512 172,611 5,791 93.76 可決

 宮川　　正 3,059,259 173,864 5,791 93.72 可決

 松井　　毅 3,060,533 172,590 5,791 93.76 可決

 田坂　隆之 3,058,545 174,578 5,791 93.70 可決

 米山　久一 3,058,483 174,640 5,791 93.70 可決

 竹口　文敏 3,059,677 173,446 5,791 93.74 可決

 近本　　茂 3,058,831 174,292 5,791 93.71 可決

 森下　俊三 3,219,323 15,802 3,791 98.63 可決

 宮原　秀夫 3,073,006 162,119 3,791 94.15 可決
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 佐々木隆之　 3,223,202 11,923 3,791 98.75 可決

第３号議案 3,230,850 4,322 3,744 98.98 可決
 

(注) 各議案の可決要件は、次のとおりです。

・ 第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

・ 第２号議案および第３号議案は、議決権を行使できる株主の有する議決権（4,143,227個）の３分の１

以上の出席と、出席株主の議決権の過半数の賛成です。

 
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものの合計により可

決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、賛成、反対および棄権の各個数には、当日出席株主の議決

権の数の一部を加算しておりません。
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